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第１章 計画の目的と位置付け 

１ 計画の背景と目的 

（１）空家等対策計画の背景と目的 

近年、わが国では、人口減少や社会ニーズの変化等により空家が年々増加し、適切な管理

が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし

ています。 

このような状況のなかで、生活環境の保全等の観点から空家等の活用の対応が必要となっ

たことから、国においては 2015（平成 27)年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が

施行されました。 

塙町においても、空家等に対する対策を推進するために、空家等対策計画を策定し、空家

対策に取り組むことになりました。「塙町空家等対策計画」は空家等に対する町の基本的な取

組方針を示すとともに、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進することを目指すこ

とを示します。 

 

（２）計画の位置付け 

塙町空家等対策計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空家等への対応

について町が取り組むべき対策についての基本的な考え方を示しています。 

また、塙町発展方向や取組の方向性を示した「塙町第五次後期長期総合計画」や「塙町人

口ビジョン及び地方版総合戦略」などの上位・関連計画を踏まえた取組方針などを定めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塙町第五次後期長期総合計画 

これまでのまちづくりの成果を継承・発展させつつ、新たな時代に挑んでいくため、町民と行

政それぞれが具体的に成すべきことを共有するための指針 

塙町人口ビジョン及び地方版総合戦略 

塙町の最上位計画である第五次長期総合計画のまちづくりの理念を踏襲し、自然、農産物、林

産物、歴史、文化等の塙町の既存資源を活かした塙町の値力を高める視点で策定 

塙町空家等対策計画 

上位・関連計画に示された町の発展方向を踏まえ、空家等の対策を推進するための計画 
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２．計画の期間と対象 

（１）計画期間と対象地区 

計画期間は 2019年度から 2028年度までの 10年間とし、社会情勢等の変化や施策の進捗状

況等を踏まえて、およそ５年をめどに見直しを行います。対象地区は、塙町全域とします。 

 

（２）空家等の定義 

本計画の対象とする空家等の種類は以下のものとします。 

 

・空家等：建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていな

い ことが常態であるもの及びその敷地をいう。ただし、国又は地方公共団

体が所有し、又は管理するものを除く。 

 

・特定空家等：そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又

は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていない

ことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図

るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 
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第２章 空家等の現状と課題 

１．全国の空家の現状 

少子高齢化に伴い、都市部や地方に関わらず空家が増加傾向となっています。国土交通省に

おける「空き家の種類別推移」では、住宅・土地統計調査から 1983（昭和 58）年から 2013（平

成 25）年で、全国の総空家数は 330万戸から 820万戸（全国平均の空家率 8.6％→13.5％）と

なっています。その中でも長期にわたり使用されず、利活用の難しい空家が増えていることが

大きな問題となっています。 

このことを受けて 2014（平成 26）年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定さ

れ、2015（平成 27）年に施行されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）国土交通省ホームページより 
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２ 塙町の現状 

（１）人口の推移 

「塙町人口ビジョン」によれば、町の人口はピーク時の 1955（昭和 30）年の 16,670人か

らおおむね減少傾向にあり、2010（平成 22）年には 9,884人となり、2040年には 6,237人

と予測されています。なお、2015（平成 27）年の人口は国勢調査より 9,157人となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高齢率の推移 

年齢３区分別の人口では、年少人口（０～14歳）と生産年齢人口（15～64歳)が減少傾向

にあり、老年人口(65 歳以上)はおおむね増加傾向にありますが、2020 年を境に減少すると

推計されています。 
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（３）目標人口 

社人研の推計では、2040年の町の人口が 6,237人と想定されていますが、町では様々な

施策の実施により人口の下げ幅を抑えることで、2040年の人口として 7,318人を目指すと

しています。 
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（４）実態調査結果からみた空家等の現状 

①実態調査結果 

平成 27年度に実施した空家実態調査結果によると、町内の空家は 322件、空家率が 8.6％

となっています。これらの空家のうち、およそ 30％以上が要修繕の状態となっています。 

地区（字）ごとの空家の状況から、空家数が多いのは塙や台宿といった町の中心部であ

り、空家率が高いのは田代、大蕨、湯岐、真名畑といった農村部となっています。 

 

〇町内の空家の状況（平成 27年度調査より） 

 

【空家数、空家率】                            

内容 件数 

建築物敷地総数 3,747件 

空家数 322件 

空家率 8.6％ 

     

 

【空家数の多い地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【空家率の多い地区】 

建物の状況は、 

・良好：75 件（24％） 

・要修繕：100 件（31.9％） 

・利用不能：46 件（14.7％） 

・立入困難：92 件（29.4％） 

となっていました。 

※一戸建の集計です。 
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②補足調査 

平成 27年度空家調査結果をもとに、空家件数の多い中心市街地と空家率の高い農村部

において、平成 30年度空家補足調査（平成 30年度新規調査及び平成 30年度再調査）を

実施しました。 

 

1) 中心市街地 

平成 27年度空家調査では、中心市街地（塙三、塙四、塙五）の空家件数は 30件でした。 

平成 30年度新規調査（平成 27年度空家調査時に空家でなかったもの）では、住民への

ヒアリングより、空家の疑いがある物件に対して現地調査を行い、新たに 10 件が空家と

して確認されました。 

また、平成 30年度再調査（平成 27年度空家調査にて空家と判断された物件の経年変化）

により、合計４件の減少があり 26件の空家が確認されました。 

以上のとおり平成 30年度空家補足調査により、中心市街地では空家が 10件増加し、４

件減少したため合計 6 丁目件増加した結果となり、中心市街地における空家総数は 36 件

となりました。 

 

【平成 27年度空家調査結果】 

調査区分 
中心市街地 

塙三 塙四 塙五 合計 

平成 27年度調査 20件 5件 5件 30件 

 

【平成 30年度空家補足調査結果】 

調査区分 
中心市街地 

塙三 塙四 塙五 合計 

平成 30年度新規調査 6件 4件 0件 10件 

平成 30年度再調査 15件 6件 5件 26件 

空家件数 21件 10件 5件 36件 
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2) 農村部 

平成 27年度空家調査結果により、農村部（植田、湯岐、真名畑、片貝）の空家件数は 74

件でした。 

平成 30年度新規調査（平成 27年度空家調査時に空家でなかったもの）では、住民への

ヒアリングより、空家の疑いがある物件に対して現地調査を行い、新たに 11件が空家と確

認されました。 

また、平成 30年度再調査（平成 27年度空家調査にて空家と判断された物件の経年変化）

では、74件中 38件をピックアップし現地調査を行い、合計 4件の減少があり 34件の空家

が確認されました。 

なお、非調査分合計は 36件です。 

以上のとおり平成 30年度空家補足調査により、農村部では新たに空家が 11件増加し、4

件減少したため、合計 7件増加した結果となり農村部における空家総数は 81件となりまし

た。 

 

【平成 27年度空家調査結果】 

調査区分 
農村部 

植田 湯岐 真名畑 片貝 合計 

平成 27年度調査 20件 16件 18件 20件 74件 

 

【平成 30年度空家補足調査結果】 

調査区分 
農村部 

植田 湯岐 真名畑 片貝 合計 

平成 30年度新規調査 8件 0件 0件 3件 11件 

平成 30年度再調査 6件 7件 12件 9件 34件 

平成 30年度非調査 11件 9件 5件 11件 36件 

空家件数 25件 16件 17件 23件 81件 

※著しい変化が見られないと判断し、道路沿い物件をピックアップし現地調査を実施しました。 
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（３）関係者に対するヒアリング調査 

①事業者ヒアリング 

町内で活動している不動産事業者に対し聞き取り調査を行い、町内の住宅事情や業界と

しての対応について聞き取り調査を実施しました。 

 

対 象 者 宅地建物取引業協会の会員事業者及び町内の建築事業者 

実 施 月 平成 30年 11月と平成 31年１月の２回 

調査内容 〇塙町及び周辺の状況について 

・町内では、年間 50件程度の新築がある。職場への通勤を考えて新築する人が

多い。 

・駅前などの中心部での需要が多いが、紹介できる土地や建物が少なく、十分

に供給できていない。 

・塙町及び周辺地域への県外から移住者を見ると、買い物や病院などで生活に

便利な場所でなければ定住できない。 

〇空家バンクの取組について 

・白河市など周辺の市町村の動きを見ながら取り組んでいくことが望ましい。 

・一般には知られていないので、まず町民に周知して、運用しながら改善して

いけばよいと思われる。 

・周辺市町村の空家バンクに登録されている住宅のうち、活用できそうなもの

が３分の１程度となっており、それ以外は解体しか方法がないという状況で

ある。 
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②町内行政区懇談会 

平成 30 年度に空家実態調査の補足調査を実施した行政区について、行政区を代表する

方々がご出席いただき懇談会を開催しました。懇談会は、中心市街地と農村部に分けて行

い、それぞれの行政区における空家に関する課題について意見交換を行いました。 

 

〇中心市街地（塙３、４，５区） 

対 象 者 行政区長及び役員 

実 施 月 平成 31年１月 

調査内容 〇空家の実態について 

・どの家が空家なのか、区長や役員でも全部を把握できない。 

・高齢者が施設に入っていて、日常的に使われていない住宅がある。 

・商店街では、店舗は閉めているが、人が住んでいるところもある。 

〇空家活用に関連したまちづくりの推進について 

・空家の所有者と入居希望者をつなげる人や組織（プランナー、アドバイザー）

が必要である。 

・商業関係などの元気な地元団体と連携して、空家を活用したまちづくりにつ

なげられるとよい。 

・この懇談会が１回だけで終わらないよう、継続して話し合う仕組みが必要。 

 

〇農村部（植田、真名畑、湯岐、片貝行政区） 

対 象 者 行政区長及び役員 

実 施 月 平成 31年２月 

調査内容 〇空家の実態について 

・道路のそばに建っている空家は災害時など危険である。また、傷んでいる空

家が周辺の景観に悪影響を与えている。 

・家には住んでいないが、人に貸すのには抵抗があると聞いている。また、所

有者が何を考えているのかわからない。 

・新たに入ってくる人は農地を耕したいと考えていても、農地法により農地の

売買などが自由にできない。 

〇空家活用に関連したまちづくりの推進にについて 

・移り住んでくる人に対して、地元の受け入れ体制が必要である。 

・農地と住宅をセットで使えるようにできないか。 

・地域の公民館まで遠いため、近くに利用できる施設があるとよい。 

・この懇談会が１回だけで終わらないよう、継続して話し合う仕組みが必要。 
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３．空家の特性と課題 

（１） 空家の特性 

実態調査等の結果から、塙町の空家の特性は以下のように整理されます。 

 

・空家数は平成 27 年度時点で 322 件あり、それ以降も増加傾向にあると想定される。 

・空家の件数は増加している地区でも、空家の管理状況はさほど悪くなっていない。 

・まち全体での空家率はさほど高くないものの、中心市街地で件数が多く、農村部では

空家率が高い傾向にある。 

・町の住宅需要の傾向として、通勤の都合などで農村部から中心市街地に移り住む人が

多い。 

・高齢者が施設に入っている世帯や、年に何度か帰省する世帯なども多く、普段は人が

住んでいない家が多くみられる。 

 

（２）空家等対策における課題 

上記特性を踏まえ、塙町での空家対策を検討する際の課題は以下のように整理されます。 

 

町全体としての

空家対策 

・将来的な人口減少が想定されており、これにあわせて空家数も増加

すると考えられるため、適切な対応が求められます。 

・中心市街地と農村部では、空家の管理状態や所有者の意向等も異な

るため、地域特性に合わせた対応が必要です。 

住民への周知、

意識啓発 

・空家を発生させないよう、住民の関心を高める必要があります。 

・空家となっている建物には、適切な管理を行うための意識啓発が必

要です。 

流通の促進 ・空家となっている住宅の情報を的確に把握し、利用希望者に提供で

きるような仕組みが求められます。 

・空家流通の促進に向けて、行政だけでなく民間事業者との協力体制

を構築することが求められます。 

まちづくりとの

連携 

・町外、県外からの移住促進施策との連携が必要です。 

・地域の課題を解決する手段の一つとして、空家を活用することも考

えられます。 
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第３章 空家等対策の基本方針 

１．空家等対策の基本理念 

今後、空家等に関する対策を推進していくにあたり、基本的な考え方を整理します。 

空家等への対策は、単に空家等の適切な管理を行うだけでなく、町内各地域の維持や活性化

につながるような資源としての活用も視野に入れた対応が求められます。 

また、上位関連計画等に空家等の活用についての方向性が示されており、これらを踏まえて、

本計画の基本理念を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塙町第五次後期長期総合計画 

・将来像 

「みんなが主役 しあわせ実感のまち はなわ」 

・基本計画Ⅴ-2-3：多彩な交流と連携 

・主要施策(3)定住・二地域居住の促進 

空き家状況の把握と提供に取り組みます。道

の駅はなわの機能を充実し、定住に関する町の

取組のＰＲや、定住相談に応じる体制の整備、

田舎暮らし体験の受け入れに取り組む体制の

整備に取り組みます。 

・主要事業：空き家情報提供促進事業 

塙町人口ビジョン及び地方版総合戦略 

・コンセプト 

行政も町民も「今より少しだけ背伸

び」をし、「住んでよかった町」を目指

し、「値力 UP」に取り組む。 

・基本目標：塙町への人の流れをつくる 

・施策：②空き家の有効活用対策の推進 

ア.空家データベースの作成 

イ.空家有効活用のための住宅リフォー

ムの助成促進 

空家等対策の基本理念 

しあわせに定住し多彩な交流を生み出すまちづくりに向け、空家等の発生の予防、

適切な管理及び活用の促進を図る。 
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２．空家等対策の取組方針 

空家等対策の基本理念のもと、空家等対策を行う際の方針を以下のように定めます。 

下記の４つの方針をもとに、具体的施策の展開を検討していきます。 

 

方針 内容 

方針１： 

空家等の適切な管理の促進 

・居住段階から空家等にならないように意識付けを行い、適正な

維持管理を求める。 

方針２： 

空家等の活用の促進 

・空家情報の収集・発信などを通じて空家等の流通を促進し、空

家等への居住、活用を支援する 

・地域の需要に合わせて他の用途に転用することや除却後の跡地

活用も含め、地域活性化に向けた、空家等の有効活用を促進す

る。 

方針３： 

特定空家等に対する措置 

・管理ができなくなった空家等の除却等の促進を含め、適正な管

理を促進する中で、住環境の向上を図る。 

方針４： 

空家対策に係る体制の整備 

・特定空家等への措置など、空家対策を検討し実施するための体

制を整備する。 
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第４章 空家等対策の基本的な施策 

前章の基本理念や取組方針を具体的な施策として実現するために、それぞれの具体的な取組につ

いて示します。 

 

方針 施策 主な取組 

方針１： 

空家等の適切

な管理の促進 

・空家の発生予防に向けた町民の意識

啓発 

〇ホームページ等を活用した情報発

信 

・活用に向けた適切な維持管理の促進 〇行政区や自治会と連携した見守り

の実施 

方針２： 

空家等の活用

の促進 

・民間事業者と連携した住宅の流通促

進 

〇空家バンクの活用促進 

・住宅としての活用のほか、地域の課

題解決に向けた他の用途での活用 

〇空家、空き店舗等のリノベーション

による地域活性化 

方針３： 

特定空家等に

対する措置 

・特定空家の認定、指導するための仕

組みの構築 

〇専門家団体等との連携による特定

空家への対策の実施 

・特定空家の除却、建て替え、他の用

途への活用の促進 

〇老朽化した木造住宅の除去に対す

る支援の実施 

方針４： 

空家対策に係

る体制の整備 

・計画の進捗管理、修正を行うための

体制の整備 

〇庁内関係課による連絡体制の整備 

・空家への対応を検討する協議会等の

設置 

〇空家等対策協議会（仮称）の設置、

運営 
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１．空家等の適切な管理の促進 

居住段階から空家等にならないよう所有者等に意識付けを行い、適正な維持管理を求めま

す。また、新たな住宅等の取得や転居の際に、従前住居の相続、売却、除却等を促進し、空

家等の発生を抑制します。 

（１）空家の発生予防に向けた町民の意識啓発 

空家等の所有者以外も含めた町民全体への情報発信や相談体制の整備により、居住段階か

ら空家等にならないよう意識付けを行い、空家等対策に対する町民意識の醸成・啓発を図り

ます。 

 

[主な取組] 

1-1．広報誌や配布資料、ホームページ等を活用した情報発信 

1-2．アンケート等による空家等の所有者意向の把握 

1-3．民間事業者等と連携した相談体制、コンサルティング体制の整備 

 

具体例①：空家総合相談会（仙台市） 

 

 

 

 

・仙台市では、空家所有者だけでなく、自宅や実家が空家になる見込みの方を対象とした総合相談会を

開催しています。 

 出典：仙台市ホームページ 
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具体例②：空家等の増加抑制のための「我が家の終活」セミナーの取組（岐阜県羽島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例２」   
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（２）活用に向けた適切な維持管理の促進 

所有者等が高齢の場合や町外に居住している場合など、所有者自身で維持管理を行うこ

とが困難なケースを想定して、所有者等に代わって空家等の見守り・管理を行うことので

きる体制を整えます。また、所有者が変わった際にも相続、売買等が容易に行えるよう、

住宅の適正な維持管理や質の向上を図ります。 

 

[主な取組] 

1-4．空家等の維持管理に向けた、民間事業者やシルバー人材センター等との協力体制の構築 

1-5．行政区、自治会との連携等による地域を単位とした見守りの実施 

 

具体例③：自治会による空家等の見守り活動の支援事例（山形県酒田市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例１」   
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２．空家等の活用の促進 

空家等の質的向上や信頼性確保等により、空家等の円滑な市場流通化を促進します。また、

市場に流通している良質な住宅の情報を居住希望者の多様なニーズに対し発信し、空家等へ

の居住を支援します。 

（１）民間事業者と連携した住宅の流通の促進 

空家バンクを活用して、良質な住宅の情報を発信することで、空家を活用した定住等の促

進を図ります。 

 

[主な取組] 

2-1．ホームページ、配布資料等を活用した空家バンクへの物件登録の促進 

2-2．空家バンクの利用に伴う支援制度の周知・普及による定住等の促進 

 

具体例④：空家バンク（福島県白河市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：白河市ホームページ   
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具体例⑤：空き家対策にかかるハンドブック（石川県金沢市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：金沢市ホームページ   

・金沢市では、地域住民が空き家に取り組む際、対処すべき事項をまとめたハンドブックを作成してい

ます。 
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（２）住宅としての活用のほか、地域の課題解決に向けた他の用途での活用 

地域の需要に合わせて他の用途に転用することや除却後の跡地活用も含め、空家、空き店

舗等を活用した起業や雇用創出を促進することで、地域産業の活性化を図ります。 

 

[主な取組] 

2-3．空家、空き店舗等をリノベーションすることによるサテライトオフィス誘致 

2-4．空き店舗対策事業（チャレンジショップ等）による中心市街地の活性化 

 

具体例⑥：「空き家再生等推進事業」を活用した空家の活用・除却等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ホームページ   

 

具体例⑦：お試し移住施設（シェアハウス）としての活用（岐阜県白川村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：白川村ホームページ 

・奈良県五條市での町家を滞在体験施設としての活用 

・広島県庄原市での長屋住宅を交流、展示施設としての活用 

・空家だった一軒家をリノベーションし、村での生活を体験するプログラムを実施している。 
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３．特定空家等に対する措置 

   「特定空家等」の対策の基本的な考え方として、特定空家等の適正管理について、所有者

等に対し自主的な取組みのための助言を行います。一方、特定空家等を放置し続ける所有者

等に対しては、指導を行い、勧告・命令など空家法に基づいた適切な措置を講じます。 

（１）特定空家の認定、指導するための仕組みの構築 

特定空家等と疑われる空家等についての判断基準を作成し、その基準に該当する空家等に

ついて、審議会で調査、審議を行い、特定空家等の認定を行います。 

 

[主な取組]  

3-1．専門家団体等との連携による特定空家の認定、指導 

3-2．特定空家等に対する審議会等の設置、運営 

 

具体例⑧：特定空家等の判断基準等の作成事例（岡山県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例１」  
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具体例⑧（つづき）：特定空家等の判断基準等の作成事例（岡山県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例１」  

 

具体例⑨：特定空家等の判断に係る市町村の支援事例（岡山県美咲町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例１」  

 

・建築職の専門職員がいない岡山県美咲町では、空き家コンシェルジュ市町村サポート事業を活用し、

建築士の派遣支援を受けています。 
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（２）特定空家の除却、建て替え、他の用途への活用の促進 

管理が十分でない空家については、空家の所有者や管理者に空家の適正管理を求める一方で、

空家そのものの除却を促すケースも考えられます。 

また、道路や広場、集会施設等が不足する地区において、空家を除却した後の跡地をコミュ

ニティスペースや菜園等に活用し、地域の環境改善につなげていくため、相談体制の構築や実

現に向けた検討を行います。 

 

[主な取組] 

3-3．老朽化した木造住宅の除去に対する支援の実施 

3-4．跡地の利活用のための相談体制の構築、活用の実現 

 

具体例⑩：老朽化した空家住宅を除去し、ポケットパークとして活用（福井県越前町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例１」  

 

 

 

 

・福井県越前町では老朽化した空き家住宅を除去し、跡地をポケットパークとして活用しています。 
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４．空家等対策に係る体制の整備 

（１）計画の進捗管理、修正を行うための体制の整備 

町役場においては、特定空家等への対処だけでなく、今後も増加が見込まれる空家等問題

に対する解決策の方向性を明確化し、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進してい

くため、まちづくりに関係する部署で会議を設置するなど、連絡体制の整備を進めます。 

今後も連絡体制の整備・強化に努めながら、情報共有や必要な調整等を図り、対策を推進

していきます。 

 

[主な取組] 

4-1．庁内関係課による連絡体制の整備 

4-2．国や県、専門家団体等との連携 

4-3．懇談会等の開催による地域との連携 

 

（２）空家への対応を検討する協議会の設置 

空家等対策計画の実施や見直しに関する意見を聴取することを目的として、条例を制定し

協議会を設置します。協議会は、法務、不動産、建築、福祉などの専門家や地域の方々を中

心に構成され、本計画の具体的な実行に向けての協議を行います。 

 

[主な取組] 

4-4．空家等対策協議会（仮称）の設置、運営 

 

具体例⑪：特定空き家に対する措置などを審議する体制（福井県越前町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例１」  

 

 

・福井県越前町では特定空き家等の認定及び措置に関して「越前町特定空き家等認定審議会」を設置し、

専門的な視点から調査審議を行っています。 
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第５章 計画の推進に向けて 

１．空家等に関する対策の実施体制 

（１）体制の考え方 

空家対策に関する取組を検討、実施するにあたっては、行政のみならず、専門家や住宅関連

事業者、地域団体、住民等との連携・協力が不可欠です。 

空家等に関する対策の実施体制として、以下のような体制を構築していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）庁内体制 

塙町は、空家の実態の把握、空家バンクの運用、町外の各団体等との連携などの空家問題に

対する取組の方向性を示し、施策を総合的かつ具体的に推進していきます。 

早期に着手すべき取組の１つである空家バンクの運用については、まち振興課が中心となっ

て、住宅を所有する町民及び町外の居住者に対する情報発信を行い、収集したデータを適切に

運用できるような体制作りを行います。 

固定資産税や住宅の建築・除却などの情報は、役場内での各担当課に分かれている状況であ

るため、情報を統一的に把握、運用できるよう連絡体制を図ります。 

さらに、外部有識者等を含めた空家等対策協議会の運営や、民間事業者との情報交換、住民

との懇談会などを定期的に実施していきます。 

 

（３）空家等対策連絡協議会、専門家等との連携 

特定空家の判断や空家等の改修にあっては専門的な知識を要することから、専門家等との連

携を図り、継続的に空家等の対策を協議していきます。また、本計画の実施や見直しに関する

意見を聴取し、特定空家対策に関する協議を行うなど、専門家を中心とした空家対策連絡協議

会を設立し、継続的に審議していきます。 

 

塙 町 

 

 

 

 

固定資産に関す

る情報の管理 

 

空家に関する情

報の収集・空家

バンクの運営 

 

移住、定住の促

進に向けた支援 

 

空家等の改修・

活用に関する各

種支援 

 

地域と連携した

まちづくりの推

進 

 

空家等対策協議会(仮称) 

・関係団体 

・有識者 

・民間事業者 

・地域の代表者 

民間事業者 

・宅地建物取引業協会 

・建設関係事業者 

・関連事業者 

 

地域団体、住民 

・行政区 

・商工業団体 

・農林業関係団体 

・福祉、教育関係 

 

・特定空家等への
対応の検討など 

・懇談会等における
意見交換など 

・空家バンク運営
への協力など 
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（４）民間事業者との連携 

宅地建物取引業など、空家バンクの情報共有だけでなく、定住支援に向けた各種支援策の広

報や、良好な住宅地を形成するための取組について、協力体制を構築します。 

 

（５）行政区、町民団体との連携 

平成 30 年度に実施した行政区との意見交換の場でも、行政区や町民団体との空家問題に対

する懇談会を継続してほしいとの要請が挙げられました。空家等に関する情報共有や定住促進

に向けた各種取組の推進にあっては、地域の協力が必要であるため、地域住民と空家問題につ

いて話し合う場を設け、積極的な参加を促します。 

 

【行政区等との連携推進のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
地
域
懇
談
会
の
開
催
、
取
組
の
実
施 

連携体制の検討、調整 

・地域住民への出席依頼 

・現況データ、図面などの整理 

現状の把握、課題整理 

・各地域の実情の報告 

・町の空家対策の取組の説明 

地域の取組の検討 

・地域での話し合い、見回り体制の検討 

・空家活用に関する意見、提案 

具体的取組の実現 

・地元によるまちづくり活動への行政からの支援 

・移住者の受入れやコミュニティ施設、広場とし

ての活用 

町全体の取組として展開 

・情報提供、支援制度の整備 

・区長会等での報告、各地への展開 
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２．空家等の継続的な調査・把握 

空家等の状況は常に変化しているため、その状況を把握しておくことが空家対策の第一歩と

なります。そこで、空家等実態調査を定期的に実施し、データベースに反映させるなどの取組

が必要となります。 

 

（１）実態調査 

３～５年程度ごとに、空家実態調査を実施することが必要となります。実施にあたっては、

各種データを有効に活用するとともに、行政区長など、地元の状況を把握している町民の協力

を得ながら実施していくことが求められます。 

 

（２）空家に関するデータベースの整備 

空家等の情報は、実態調査だけでなく、固定資産税台帳や建物の解体届などからも得ること

ができますが、各部署で把握されており情報が統一されていないという課題があることから、

共通で活用できるデータベース化を目指すとともに、情報の追加や変更が発生した際に速やか

に関係する部署に伝達できるようなしくみ作りが求められます。 

 

（３）所有者意識調査 

空家実態調査に合わせて、空家の所有者に対し、所有している空家についての意識調査を実

施します。その際、町外への転出者の所有する空家の状況も把握できるよう配慮します。 
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３．空家等対策のロードマップ 

各施策の実現に向けた取組は、進捗状況に応じて段階的に実施することが想定されます。そ

こで、取組を実施する年度を想定したロードマップとしてまとめます。 

 

〇 方針１：空家等の適切な管理の促進 

年度 

取組内容 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029 

以降 

1-1.広報誌や配布資料、
ホームページ等に
よる情報発信 

 

           

1-2.アンケート等によ
る空家等の所有者
意向の把握 

 

           

1-3.民間事業者等と連
携した相談体制の
整備 

 

           

1-4.空家等の維持管理
に向けた、民間事業
者やシルバー人材
センター等との協
力体制の構築 

           

1-5.行政区、自治会との
連携等による地域
を単位とした見守
りの実施 

 

           

 

〇 方針２：空家等の活用の促進 

年度 

取組内容 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029 

以降 

2-1.ホームページ、配布
資料等を活用した
空家バンクへの物
件登録の促進 

           

2-2.空家バンクの利用
に伴う支援制度の
周知・普及による定
住等の促進 

           

2-3.空き店舗等をリノ
ベーションするこ
とによるサテライ
トオフィス誘致 

           

2-4.空き店舗対策事業
（チャレンジショ
ップ等）による中心
市街地の活性化 

           

 

資料 
配付 情報発信の継続、内容の修正 

 

調査結果の 
計画への反映 

協力体制の
検討 相談の実施 

 

実施体制の検討 

実施可能な地区から見回りの実施 

情報発信の継続、内容の修正 
 

実施、運営 
 

継続的な空家の
実態把握 

支 援 制 度
等の検討 空家バンクの運用と連携した移住相談の受付 

 

支援制度の検討、
実施場所の選定 

実現に向け
た調整 実施、運営 

 

協力体制の
検討 取組の実施 

 

継続的な空家の実態把握 
 

システム
の構築 

改修、整備 
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〇方針３．特定空家等に対する措置 

年度 

取組内容 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029 

以降 

3-1.専門家団体等との
連携による調査、研
究 

 

           

3-2.特定空家等に対す
る審議会等の設置、
運営  

 

           

3-3.老朽化した木造住
宅の除去補助の実
施 

 

           

3-4.跡地の利活用のた
めの相談体制の構
築、活用の実現 

 

           

 
 

〇方針４．空家等対策に係る体制の整備 

年度 

取組内容 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029 

以降 

4-1.庁内の連絡体制の
整備 

 
 
 

           

4-2.国や県、専門家団体
等との連携 

 
 

           

4-3. 懇談会等の開催に
よる地域との連携 

 
 
 
 

           

4-4.空家等対策協議会
(仮称)の設置、運営 

 
 

           

 

 

 

 

実現に向け
た調整 

実施、運営 
 

審議等の運営 
 

実施に向
けた調整 

実施、運営 
 

制度検討 
 

実施、運営 
 

計画の進捗確認 

実現に向けた調整 

実施、運営 

計画の見直
し検討 

設置準備 
 

実施体制の検討 

実施可能な地区から取組の着手 

協議会等の運営 
 

設置準備 
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塙町空家等対策計画 

 

資 料 編 
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１．関係法令等 

（１）空家等対策の推進に関する特別措置法の概要（国土交通省ホームページより） 
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（２）空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「特定空家等に関する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(概要) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

（３）塙町住宅取得支援事業補助金交付要領 
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35 
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（４）塙町多世代同居・近居支援事業補助金交付要綱 
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２．空家実態調査、補足調査の結果 

①中心市街地（塙３，４，５区） 
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②農村部（植田、真名畑、湯岐、片貝） 
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塙町空家等対策計画 

平成 31年３月 
 

塙 町 まち振興課 

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目 21番地 

電話 0247-43-2112 FAX  0247-43-2137 

 


